
令和４年８月１９日

質 疑 回 答 書

１ 公告番号 新潟市契約公告第６８号

２ 件  名 文京町五十嵐二の町線２号（堀割橋）低濃度ＰＣＢ廃棄物

収集運搬・処分業務委託

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回    答

・「一般競争入札参加申請書」の「添付

文書 ９」について

「入札説明書２ (３ )⑥に係る受託実績

を証明する書類（契約書写し等）」とあ

るが、過去に新潟市との同様の処分契

約 の 実績 がな い 場 合は 、（ 様 式 第１ ４

号）に記載したものの提出のみでよい

か。（他の官公庁、自治体とは同様の実

績あり）

・「収集運搬・処分業務委託 仕様書」

の（数量の確認）第８条について

「引渡し数量の確認は、乙のトラック

スケール（計量検定済、最小目盛１０

㎏）を用いて行うものとし、その計量

結果はマニフェストに記載され乙に交

付されるものとする。」とあるが、積込

現場に持参できるトラックスケールが

ない場合、積込後、トラックは移動し、

トラックスケールのある施設で計量し

てもよいか（具体的には、新潟市内西

区を予定）。又は、計量については、ト

ラックスケールではなくクレーンスケ

ールで計量してもよいか。又、処分業

者（共同企業体のため、乙に該当）の

施設にはトラックスケールが完備され

ており、取り卸し前後で計量が行われ

るが、その時点での計量では不可か。

・「一般競争入札参加申請書」の「添付

文書 ９．入札説明書２（３）⑥に係る

受託実績を証明する書類（契約書写し

等）」を削除します。

なお、８月１９日付で入札公告（訂正）

を市ホームページに掲載しましたので

あわせてご確認ください。

・搬出時において発注者立会いのもと、

ドラム缶の本数確認を行います。

計量方法は、トラックスケール、クレー

ンスケールどちらも可とします。

計量場所は、処分業者施設を基本とし、

これにより難い場合は別途協議としま

す。



・「（様式第５号）【単独・共同企業体用】

秘密保持誓約書」の「乙」記載につい

て

ここに記載される、「乙」とは、共同企

業体の「代表企業」名でよいか。

・「（様式第１２号）産業廃棄物（ PCB）

収集運搬・処分業務に係る車両届出書」

への車両の記載について

ここに届出・記載する車両については、

実際の収集運搬の際に使用する可能性

の あ る 候 補 車 両 を 最 大 限 の 台 数 で 届

出・記載してもよいか。実際の収集運

搬の際には、その届出・記載した車両

の中から、現場の状況等を鑑み、選択

し、使用するという解釈でよいか。

・「（様式第１－２号【共同企業体用】

一般競争入札参加申請書」の「添付文

書」記載事項について

「添付文書」欄に「２．中部下水処理

場脱水汚泥運搬・処分業務委託その１

共同企業体協定書（様式第２号及び様

式第３号）」とあるが、今回の調達サー

ビス名と異なると考えるが、提出時如

何すればよいか。

・「（様式第４号）委任状」について

「共同企業体の構成員欄」（委任者）が

２枠あり、「収集運搬業者」と「処分業

者」の２社が「構成員」となるが、「構

成 員 の １ 社 と 受 任 者 が 同 様 と な る 場

合」、「共同企業体の構成員欄」と「受

任者欄」には、双方に同じ記載をし、

尚且つ双方に「届出印」の押印が必要

か。

・「代表企業」名でよいです。

・最大限の台数の届出・記載でよいです。

・「２．文京町五十嵐二の町線２号（堀

割橋）低濃度 PCB廃棄物収集運搬・処分

業務委託共同企業体協定書（様式第２号

及び様式第３号）」に訂正します。

なお、８月１９日付で入札公告（訂正）

を市ホームページに掲載しましたので

あわせてご確認ください

・構成員の１社と受任者が同様となる場

合、「構成員欄」「受任者欄」とも届出印

も含めて記載してください。


